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玖珠町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和２年１２月１０日（木曜日） 午後１時３０分 

 

２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 

 

３． 出席農業委員 

１番 繁田 富男  ２番 島津 益夫  ３番 （空席） 

４番 園田 恭子  ５番 宿利 浩満 

６番 河野千代美（副会長）  ７番 安藤 慎八（会長） 

 

４．出席農地利用最適化推進委員 

       １番 小雲 基廣 ２番 長尾亀世美 ３番 衛藤 榮一 

４番 梅木 隆富 ５番 藤原 善和 ６番 髙浪 辰雄 

７番 髙倉 利子 ８番 飯田 久夫 ９番 秋好 清広 

１０番 帆足 智己 １１番 （欠席） １２番 栁井田英徳 

 

５．議事日程 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

       議案第４号 非農地証明願いについて 

       議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

               

      報告第１号 農地法第４条の規定に基づく許可処分の 

取消し願いについて 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

（相続） 

報告第３号 農地法第１８条合意解約通知書について 

       報告第４号 農地所有適格法人要件確認書について 

  

その他    

 

６．出席農業委員会事務局職員 

主幹（統括）井野 俊夫 

主査    島津 智美    主査    繁田 寿美 
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７．会議の概要 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今より令和２年１２月定例総会を開催します。新型コロナウ

イルス感染拡大の予防のため、引き続き、マスクを着用しての会議

となりますが、ご了承願います。 

本日、１２月議会の一般質問のため、事務局長と衞藤和敏推進委

員は欠席の連絡をいただいております。 

それでは、着席して進めさせていただきます。 

それでは、安藤会長あいさつをお願いします。 

 

（あいさつ） 

 

農業委員定数６名に対して、６名の出席です。玖珠町農業委員会

会議規則第６条の規定により、会議が成立していることを報告しま

す。次に、議案に上程いたしました案件について質疑等がございま

したら、議長の承認のうえ発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。 

それでは、議長の選出ですが、会議規則第４条の規定により会長

が議長となります。以後の議事の進行につきましては、安藤会長よ

ろしくお願いします。 

  

本日の議事録署名人を指名します。議事録署名人に、１番委員、

２番委員よろしくお願いします。 

それでは議事に入ります。議案第１号農地法第３条の規定による

許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてです。  

 番号１、大字太田字石坂○○○○番○○、登記簿地目は畑、面積

は１，３９１㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○の○○○

○さん、譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲渡人

の要望で、売買です。担当委員は、２番委員です。 

番号２、大字山田字門出○○○番、登記簿地目は田、面積は４，

４０８㎡です。３条の無償移転です。譲渡人は、○○の○○○○○

さん外３名、譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲

渡人の要望で、贈与及び無償譲渡です。担当委員は、６番副会長で

す。 

以上２件です。 
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議長 

 

 

 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 それでは、担当委員の説明ですが、 

番号１を２番委員、 

番号２を６番副会長、お願いします。 

 また、農業委員の報告の後に、推進委員、報告をよろしくお願い

します。 

 

 番号１を報告します。１１月２８日、譲受人、推進委員と私で現

地の確認をしました。土地の所在は、大字太田字石坂○○○○番○

○で、八幡の○○神社の上の、右に入って所に、○○○○○○○○

が最近オープンしていますが、その隣になります。面積は、１，３

９１㎡で、○○と稲作をしている譲受人が取得し耕作する計画で

す。現状は畑で、前は荒れていましたが、今はきれいに整備されて、

牧草が植えられる状態です。権利の内容は売買による所有権の移転

です。譲渡人が管理できなくなったとの事情です。譲受人の取得後

の経営面積は４０ａ以上あり、通作距離は１．５ｋｍくらいで、耕

作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されております。農機

具は、トラクター、コンバイン、そのほかいろいろ持っております。

農業従事者は本人含めて４人おり、取得後の耕作に問題ありませ

ん。 

 以上報告を終わります。 

 

 番号２について、報告します。１２月４日、譲受人、推進委員、

事務局とで現地を確認しました。土地の所在は、大字山田字門出○

○○番、○○○の近くです。地目は田で、現況も田です。面積は、

４，４０８㎡です。権利の内容は所有権の移転です。譲渡人は４人

姉妹で、九重、神奈川、福岡と遠方で、一番上の方は９６歳と高齢

です。譲受人は、子の○○さんで、無償譲渡による移転です。譲受

人の取得後の耕作面積は、４０ａ以上あり、通作距離は９００ｍく

らいで、耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、

農機具の所有状況は、トラクター等で、農業従事者は本人一人です

が、取得後の耕作に問題ありません。 

以上です。 

 

高齢になったことで無償譲渡ということです。以上です。 
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議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

質疑がなければ採決をとります。議案第１号農地法第３条の規定

による許可申請にについて、原案どおり賛成の方の挙手をお願いし

ます。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第１号農地法第３条の規定による許可申請に

について、原案どおり許可します。 

次に、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請にに

ついて事務局説明お願いします。 

 

議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請について

です。 

 番号１、大字四日市字土蔵○○○○番外１筆、登記簿地目は畑、

面積合計は１，６１３㎡です。申請人は、○○○の○○○○さんで

す。転用目的及び転用理由は、植林用地としての転用です。なお、

平成７年頃から植林用地として使用しており、追認案件です。農地

の区分は、第２種農地と判断されます。担当委員は、４番委員です。 

番号２、大字太田字川底○○○○番○、登記簿地目は田、面積は

１，３９６㎡です。申請人は、○○市の○○○さんです。転用目的

及び転用理由は、植林用地としての転用です。農地の区分は、第２

種農地と判断されます。担当委員は、２番委員です。 

番号３、大字山田字靏田○○○○番○、登記簿地目は田、面積は

１９６㎡です。申請者は、○○の○○○○さんです。転用目的及び

転用理由は、駐車場置場としての転用です。農地の区分は、第２種

農地と判断されます。担当委員は、６番副会長です。 

以上３件です。 

 

それでは、担当委員の説明を 

番号１ を４番委員、 

番号２ を２番委員、 

番号３ を６番副会長、お願いします。 

 委員の報告後、推進委員の報告をお願いします。 
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４番委員 

 

 

 

 

推進委員 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番副会長 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

５番委員 

 

 

２番委員 

 

それでは、番号１の調査結果を報告します。１２月１日、申請者、

事務局、推進委員と私で現地確認を行いました。現状は、植林され

ておりまして、その付近も以前畑だったものが植林されているよう

な状況です。以上報告を終わります。 

 

その近辺は、ほとんど山になっております。 

 

番号２の調査結果を報告します。１２月４日、申請者、事務局、

推進委員と私で現地確認を行いました。土地の所在は、大字太田字

川底○○○○番○、面積は１，３９６㎡です。県道○○号線、○○

バス停から入って、お堂があり、そこから数百メートルの所になり

ます。田から山林、クヌギを植える計画です。周囲に農地がありま

すが、同意も得ており、農地宅地への影響はありません。許可下り

次第、３月末までに植林を終わる予定にしています。土砂の流出、

その他災害の発生する恐れはありません。農地法の違反もありませ

ん。以上です。 

  

 番号３の調査結果を報告します。１２月４日、申請者、推進委員、

事務局と私で現地確認を行いました。土地の所在は、大字山田字靏

田○○○○番○です。国道○○○号線、○○方面に入ったところの、

○○○○です。転用目的は、事業拡張で駐車場が不足しているため

です。登記簿は田、現況も田です。面積は１９６㎡です。駐車場用

地に転用します。工事計画は許可日から令和３年３月３１日までで

す。ここは、７月の豪雨で水があがったところです。 

 

 何回か○○さんも申請をしてきています。台数もかなり増えてき

て、事業を拡張していて、それに伴い、従業員の駐車場が必要とい

うことで、こういった申請になりました。 

 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○○さんの件なのですが、写真に囲いの網が写っていたような気

がしますが、町がしてくれた分ではないのですよね。 

 

それは違うと思います。近くは中山間地域に入っていると思いま

すが、そこがどうなのかは事務局お願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

中山間地域には、前年度まで入っていましたが、現在は外れてい

ます。柵については自分で設置したということです。ただ、周辺の

農地の方から、柵を外すと鳥獣害の被害があるので、植林はするけ

ど柵はこのままの状態で維持していくということです。以上です。 

 

これはみんなで共同で柵をしたということですか。 

 

自分のところは個人でしたということです。写真に写っている手

前の柵は、別の農地の柵で、間に水路が通っております。 

 

補足をしていいですか。この農地は、自分が作れないので他の人

に作ってくれないかと頼んだそうですが、だれも作ってくれないと

いうことです。水路が通っていますが、水路を越して、イノシシや

シカが来ても困るということで、できるだけ柵は残してくれないか

という事情です。 

 

他に何かありませんか。 

質疑がなければ採決をとります。議案第２号農地法第４条第１項

の規定による許可申請にについて、原案どおり賛成の方の挙手をお

願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可

申請にについて、原案どおり許可相当として県知事に意見を送付し

ます。 

次に、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請にに

ついて事務局説明お願いします。 

 

議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請について

です。 

 番号１、大字山田字寺田○○○○番○、登記簿地目は田、面積は

２，５６８㎡です。５条の使用貸借権の設定です。貸人は、○○の

○○○、借人は、○○の○○○○さんです。転用目的及び転用理由

は、農業用施設用地としての転用です。農地の区分は、農用地区域
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議長 

 

 

 

 

内農地と判断されます。担当委員は、６番副会長です。 

番号２、大字山田字町浦○○○○番○外１筆、登記簿地目は田、

合計面積は１，７４２㎡です。５条の所有権の移転です。譲渡人は、

○○の○○○さん、○○○○さん、譲受人は、○○の有限会社○○

○○ 代表取締役 ○○○さんです。転用目的及び転用理由は、駐

車場用地として転用です。なお、○○○○番○だけなのですが、災

害があったところに持っていくために表土をはいでいます。また、

農地の一部に進入路を設けており、追認案件です。農地区分は、第

３種農地と判断されます。担当委員は、６番副会長です。 

番号３、大字山田字靏田○○○○番、登記簿地目は田、面積は４

５５㎡です。５条の所有権の移転です。譲渡人は、○○の○○○さ

ん、譲受人は、○○の○○○○さんです。転用目的及び転用理由は、

駐車場用地としての転用です。農地の区分は、第２種農地と判断さ

れます。担当委員は、６番副会長です。 

番号４、隣接になりますが、大字山田字靏田○○○○番○、登記

簿地目は田、面積は１５７㎡です。５条の所有権の移転です。譲渡

人は、○○の○○○○さん、譲受人は、○○の○○○さんです。転

用目的及び転用理由は、駐車場用地としての転用です。農地区分は、

第２種農地と判断されます。担当委員は、６番副会長です。 

番号５、大字山田字上の詰○○○○番○外１筆、登記簿地目は田、

合計面積は９１４㎡です。５条の使用貸借権の設定です。貸人は、

○○の○○○○さん、借人は、○○の○○○○さんです。転用目的

及び転用理由は、貸家住宅用地としての転用です。農地区分は、第

２種農地と判断されます。担当委員は、６番副会長です。 

番号６、大字四日市字祝林○○○番、登記簿地目は畑、面積は３

８６㎡です。５条の所有権の移転です。譲渡人は、○○○の○○○

○さん、譲受人は、○○市の○○○○さんと○○○○○です。転用

目的及び転用理由は、個人住宅用地として転用です。農地区分は、

第２種農地と判断されます。担当委員は、７番会長です。 

以上、６件です。 

 

それでは、担当委員の説明を 

番号１から５ を６番副会長、お願いします。 

番号６ を 私が説明します。 

 委員の報告後、推進委員の報告をお願いします。 
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６番副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、番号１を報告します。１２月４日、申請者の借人、事

務局と推進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字山

田字寺田○○○○番○で、○○○です。面積は２，５６８㎡です。

田を農業用施設用地に転用します。転用目的は、○○○○○○施設

のためです。周囲は、○○の施設が建っており、現地の農地、宅地

等には影響がない計画です。工事計画は、許可日から令和５年３月

３１日までです。造成後、約半年間土地を寝かせるようにしていま

す。建築は令和３年１０月から令和４年３月までに２棟、令和４年

４月から令和５年３月までに２棟の予定です。過去に農地法の違反

はありません。 

番号２の調査結果を報告します。１２月４日、譲受人と、事務局、

推進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字山田字町

浦○○○○番○外１筆です。国道○○○号線、○○入口の信号機の

近くの○○○○○さんです。登記簿地目、現況は田です。譲渡人、

○○さん３６２㎡、○さん１，３８０㎡、合計１，７４２㎡です。

どちらも７月の豪雨で水につかりました。転用理由は、工場のスト

ックヤードを確保し、材料の増産体制に対応するため、駐車場が不

足しているからです。工事計画は、着工は令和３年１月１５日から

令和３年３月３１日です。○○○○○さんも７月の集中豪雨で、２

ｍほど水没したそうです。機械や車両が被害を受けました。周辺の

農地に係る営農条件に影響はありません。農地への入口をすでに造

っているので追認案件で、始末書の添付もあります。 

番号３の調査結果を報告します。１２月４日、譲渡人、譲受人と、

事務局、推進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字

山田字靏田○○○○番です。地目は田、現況も田です。面積は４５

５㎡です。○○○○さんです。転用理由は、駐車場用地です。事業

拡張のため、駐車場が不足しているからです。所有権の移転です。

周辺の農地の営農条件に影響はありません。計画は、許可日より令

和３年３月３１日までです。 

番号４の調査結果を報告します。１２月４日、譲渡人、譲受人と、

事務局、推進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字

山田字靏田○○○○番○です。現況も田です。面積は１５７㎡です。

転用理由は、駐車場用地です。理由は駐車スペースの確保です。現

在、車が６台あります。入口近くに電柱があり、九電に電柱の移動

を相談してあります。工事着工は令和３年２月１日から令和３年４

月３０日までです。周辺の農地に係る営農条件への影響はありませ
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７番会長 

 

 

 

 

ん。 

番号５の調査結果を報告します。１２月４日、貸人と、事務局、

推進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字山田字上

の詰○○○○番○外１筆です。○○自衛隊官舎近くです。現況は田

です。面積合計は９１４㎡です。貸人、借人は親子関係です。転用

目的は、貸家住宅用地で、３棟建設します。着工は、令和３年１月

１０日から令和３年６月１０日までです。うわ土を取り、少しかさ

上げをします。土砂の流出又は崩壊はありません。その他の災害の

発生はありません。 

 

１番の、○○栽培の○○さんですが、○○○の、○○所の下あた

りになります。すでに、十数棟建てております。それに伴い、従業

員も増えてきています。生産効率から行くと、あと何棟かは余力が

あるということで、今回申請があがってきております。一面、平ら

になるので、雨水はどうなっているか聞くと、７月の豪雨も心配が

なく、家の下に水路があり、そこに排出できるということです。 

２番の、○○○○○ですが、プラントがある事務所付近は低いで

す。東側のほうを申請されていますが、そこも水があがっておりま

すが、流れる程度でリスクを避けるためにも車両だけでも高台にあ

げたい、工場そのものの移転は難しいということです。 

３番、４番の、○○○○と○さんです。隣同士で、○○○○さん

が申請したところ、○さんの家の裏側に土地がありますが、駐車場

用地として申請したところです。○さんにつきましては、先に出ま

した○○○○さんの転用申請の隣を○さんの駐車場にしたいとい

うことです。ちょうど道がカーブしており、庭先に駐車スペースが

ないということで、お互いやり取りをするということです。 

それから５番の、○○さんですが、○○の○○○○の工場の道路

を挟んで向かい側、すでに○○さんの貸家３，４棟があります。そ

の東側に３棟、今回申請を挙げております。隣の田も○○さんのも

ので、土砂の流出等問題ありません。 

 

それでは、番号６について説明いたします。１２月３日に、推進

委員、事務局、申請者と現地確認しました。土地の所在は、大字四

日市字祝林○○○番、面積は３８６㎡で、現況は畑です。○○○公

民館より３０ｍくらいのところになります。譲受人の要望で、所有

権の移転です。譲受人と譲渡人は兄妹で、住宅を新築する計画です。
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周囲の農地に影響はなく、排水は既存の排水路に排水する計画で

す。過去に農地法の違反はありません。 

 

それでは、質疑はありませんか。 

 

質疑がなければ採決をとります。 

議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請にについ

て、原案どおり賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。 

議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請にについ

て、原案どおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

 次に、議案第４号非農地証明願いについて、事務局説明お願いし

ます。 

 

議案第４号非農地証明願いについてです。 

番号１、大字塚脇字当ノ下○○○番○、登記簿地目は田、面積は

１６０㎡です。申請人は、○○県○○○市の○○○○さん。非農地

の事由は、昭和２４年頃に、自己の住宅を建築していたが、地目を

変更していなかったためです。農地法以前のことになります。担当

委員は、６番副会長です。 

以上１件です。 

 

それでは、担当委員の説明を 

番号１ を６番副会長、お願いします。 

 委員の報告後、推進委員の報告をお願いします。 

 

それでは、番号１の調査結果を報告します。１２月４日、申請者

の代わりに管理をされている方、事務局、推進委員と私で現地を確

認しました。土地の所在は、大字塚脇字当ノ下○○○番○、○○で

す。登記簿は田で、現況は宅地です。面積は１６０㎡です。昭和２

４年に自己の家を建築していたためです。昭和２７年に農地法がで

きる以前のことであり、非農地化しています。地目を変更していな

かったためです。申請者は、○○○に住んでおり、兄弟も近くにい
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ません。管理の方が現状どおり管理していくそうです。以上報告を

終わります。 

 

それでは、質疑はありませんか。 

 

質疑がなければ採決をとります。議案第４号非農地証明願いにつ

いて、原案どおり賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第４号非農地証明願いにについて、原案どお

り許可し、証明書を交付します。 

 

次に、議案第５号農用地利用集積計画の決定について、事務局説

明お願いします。 

 

議案第５号農用地利用集積計画についてです。別冊の議案第５号

の最後のページをご覧ください。 

利用権の設定の新規ですが、 

３年未満 が １件で    ９００㎡ 

３年～５年が ５件で １２，５９３㎡ 

１０年以上が ４件で  ８，０３３㎡ 

合計で １０件 １２，５２６㎡です。 

 利用権の設定の再設定ですが、今度、１２月２０日で切れる分の

再設定です。 

３年未満 が ９件で ４２，３６３．９２㎡ 

３年～５年が４１件で   １４３，６９２㎡ 

６年～９年が １件      ６，５５０㎡ 

１０年以上が ８件     ２４，３３５㎡です。 

合計で ５９件 ２１６，９４０．９２㎡です。 

新規と再設定の合計が、 

６９件 ２３８，４６６．９２㎡となります。 

 

質疑はありますか。 

 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される方は挙手
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をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第５号については、原案どおり承認します。 

 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項等について事務局説明をお願いします。 

 

報告第１号です。農地法第４条の規定に基づく許可処分の取消し

願いが１件提出されております。少し古いのですが、昭和６３年３

月３１日に許可を受けていますが、許可を受けた後も農地として利

用してきており、令和２年１１月２０日付で、大分県知事から取消

通知が行われましたので、報告します。内容については、ご一読く

ださい。 

報告第２号です。農地法第３条の３第１項の規定による、相続に

よる所有権移転の届出が３件提出されております。内容について

は、ご一読ください。 

報告第３号です。農地法第１８条合意解約通知書について７件提

出されております。内容については、ご一読ください。 

報告第４号です。農地法第６条第１項の規定による、農地所有適

格法人要件確認書が１件報告されております。報告のありました法

人については農地所有適格法人の要件を満たしていることを報告

します。内容については、ご一読ください。 

 

その他、委員から何かありましたらお願いします。 

 

 それでは以上をもちまして玖珠町農業委員会１２月定例総会を

閉会します。 

 


